
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

要介護認定を受けた方が利用できる在宅サービスの主

なものを紹介します。  

 

 

福祉用具貸与  

居宅での介護に必要な歩行器や住宅改修をともなわ

ない手すりなど福祉用具の貸与が受けられます。  

 

【対象品目】  

(※介護度によっては借りられない物もあります ) 

①手すり  ②スロープ  ③歩行器  ④歩行補助つえ   

⑤車いす  ⑥車いす付属品  ⑦特殊寝台  ⑧特殊寝台

付属品  ⑨床ずれ防止用具  ⑩体位変換器  ⑪認知症

老人徘徊感知機器  ⑫移動用リフト（つり具を除く） 

⑬自動排泄処理装置  

訪問リハビリテーション  

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し

て日常生活の自立を助けるためのリハビリテーショ

ンを行います。  

訪問入浴介護  

入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問

し、入浴の介助を行います。  

居宅療養管理指導  

医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問して、医学

的な管理や指導を行います。  

※この他にも多くのサービスがありますので、詳しくはお住まいの地域の地域包括支援セ

ンター、又はご担当の介護支援専門員（ケアマネジャー）の方にご相談ください。  

 「なるほど実になる介護保険」（札幌市発行）より 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デイサービスより 

2 月は節分にちなんで、鬼にボールを投げて倒す鬼退治ゲームや鬼の色に合わ

せてボールをカゴに投げる玉入れゲームを行いました。デイサービスのご利用

者様に少しでも節分気分を味わっていただけたなら嬉しいです！  

 

   

〒062-0021 札幌市豊平区月寒西 1 条 11 丁目 2 番 35 号 

☎011-858-3333  

施設ホームページ URL https://www.keijinkai.com/asagao/ 

今月の 

予定 


